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『サブスクの利用者を守ろう』
［サブスク規制］ともいわれる『特定商取引法改正』の施行日が
2022年6月1日に迫ってきている。サブスクリプションを提供する
すべての事業者が対象となる今回の改正の目的と内容を理解しよう

ご注意
Subscription Viewに記載の内容の無断複写・複製
（コピー等）は著作権法上の例外を除き、禁じられてい
ます。第三者による再利用、電子データ化は、私的目的
を含め一切認められておりません。
記載内容はサブスクリプションビジネスに取り組む事業
者の皆さまの参考情報としていただくことを目的として
おり、正確性を保証するものではございません。
法令、規制等の詳細内容は関連する省庁等のホームペ
ージ等で、各社にてご確認の上、対応方法につきまして
はご判断いただきますよう宜しくお願いいたします。
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特定商取引法改正
令和4年（2022年）
6月1日施行の
改正のポイントを
詳しく見てみましょう

今回の特定商取引法の改正は、定期購入でないと消費
者に誤認させて不正な利益を得ようとする悪質な事業
者の排除を目的としていますが、法改正の内容は、
広くサブスクリプションビジネスに取り組む企業全般に
関係するものとなっています

《参考資料》

▶令和3年特定商取引法・預託法の改正について（消費者庁）
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/

▶新旧対象条文
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/amendment/2021/assets/consumer_transaction_cms202_210616_04.pdf

▶事業者向けチラシ「貴社カートシステムでの改正法への対応について」
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_11.pdf

▶通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
https://www.caa.go.jp/policies/policy/consumer_transaction/specified_commercial_transactions/assets/consumer_transaction_cms202_220209_07.pdf

１ 通販の「詐欺的な定期購入商法」対策

・通信販売についての広告における記載事項の追加（第11条）
・特定申込みを受ける際の表示について規定（第12条の６）
・上記規定に違反した場合の罰則を規定（第70条）
・定期購入でないと誤認させる表示によって申込みをした場合に申込みの
取消しを認める制度の創設（第15条の４）
・通信販売の契約の解除の妨害に当たる行為の禁止（第13条の２）
・上記の誤認させる表示や解除の妨害等を適格消費者団体の差止請求の
対象に追加（第58条の19）

２ 送り付け商法対策

改正内容 施行日

令和4年6月1日

売買契約に基づかないで送付された商品について、送付した事業者が返
還請求できない規定の整備等（現行では消費者が14日間保管後処分等
が可能→改正後は直ちに処分等が可能に）（第59条など）

改正内容 施行日

令和3年7月6日
施行済

３ 消費者利益の擁護増進のための規定の整備

消費者からのクーリング・オフの通知について、電磁的方法（電子メール
の送付等）で行うことを可能に（第９条など）

改正内容 施行日

令和4年6月1日

事業者が交付しなければならない契約書面等について、消費者の承諾を得
て、電磁的方法（電子メールの送付等）で行うことを可能に（第４条など）

未定
（令和5年6月15日まで）

・外国執行当局に対する情報提供制度の創設（第69条の３）
・行政処分の強化（第８条の２、第66条など）

令和4年6月1日

改正のポイント
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申込画面に表示すべき内容の明確化
（改正特商法12条の6）

商品の売買契約に加え、これまで定めのなかった「役務提供契約（サブスクリプション契約）」につい
ても明確に対象として定め、法律として、販売価格等、支払時期、権利移転時期、申込みの期間につ
いての定め、売買契約および役務提供契約の申込みの撤回または解除、商品等の分量を表示すべ
き旨が定められました（12条の6）。

申込画面に表示する内容について、改正特商法では具体的にガイドラインが示され、定期購入契約
の場合の表示義務が、商品だけでなく権利や役務も対象になることや、申込みの撤回または解除に
ついての表示義務も、売買契約だけでなく役務提供契約も対象になることとなりました。

現行法（ガイドラインのみ） 改正特商法

注文内容（→明確な定義なし）

　※以下、商品の定期購入の場合は項目明記

　・契約期間（商品の引渡しの回数）

　・消費者が支払うこととなる金額

　（各回ごとの商品の代金、送料及び支払総額等）

　・その他の特別の販売条件がある場合にはその内容

①分量

②販売価格・対価

③支払の時期・方法

④引渡・提供時期

⑤申込の撤回・解除に関すること

⑥申込期間（期限のある場合）

「定期役務提供契約」について定期契約である旨等の表示を義務化

「役務提供契約」についても申込みの撤回または解除の定めの
表示を義務化

クーリング・オフに関連する広告表示事項とされていた、申込みの撤回または解除に関する事項について、
その対象が売買契約だけでなく、役務提供契約にも広がります（11条の5号）。改正により、すべての役務
提供事業者がこうした定期役務提供契約についても、申込みの撤回または解除の定めを広告に明示しなけ
ればなりません。

定期購入契約の場合には「その旨及び金額、契約期間その他の販売条件」を広告に表示することが求めら
れていましたが、適用対象は「商品の売買契約」のみとし、定期役務提供契約についてはこの広告表示規制
からは除外されるものと解釈されていましたが、改正により、すべての定期役務提供契約（サブスクリプショ
ン契約）についても広告に表示することが義務化されています。

①分量 ②販売価格・対価

③支払の時期・方法 ④引渡・提供時期

⑥申込期間（期限のある場合）⑤申込の撤回・解除に関すること

商品の数量、役務の提供回数
等のほか、定期購入契約の場
合は各回の分量も表示

複数商品を購入する顧客に対し
ては支払総額も表示し、定期購
入契約の場合は2回目以降の代
金も表示

定期購入契約の場合は各回の
請求時期も表示

定期購入契約の場合は
次回分の発送時期等についても
表示
（顧客との解約手続きの関係上）

返品や解約の連絡方法・連絡先、
返品や解約の条件等について、
顧客が見つけやすい位置に表示

季節商品のほか、販売期間を決
めて期間限定販売を行う場合
は、その申込み期限を明示

事業者側が上記事項について、消費者に誤認を与える表示を行った場合、誤認して申込みを
した消費者は、取消権を行使できる場合があります
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申込画面（最終確認画面）の具体例
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」より

（2022年2月、消費者庁発表）

消費者庁から
具体的な「画面イメージ」が
示されているのでチェックしましょう

法律違反と考えられる例
「通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン」より

（2022年2月、消費者庁発表）

通信販売の申込み段階における表示についてのガイドライン
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